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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第１０６号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 環 境 課

（所管事務調査） 川内クリーンセンター

議案第１０６号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 市 民 課

（所管事務調査） 

議案第１０６号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 子 育 て 支 援 課

（所管事務調査） 

議案第１０６号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 市 民 健 康 課

議案第１１５号 平成２５年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正

予算 

（所管事務調査） 

議案第１０６号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 保 険 年 金 課

（所管事務調査） （ 税 務 課 ）

（ 収 納 課 ）

議案第１０６号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 障 害 ・ 社 会 福 祉 課

（所管事務調査） 

議案第１０６号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 高 齢 ・ 介 護 福 祉 課

議案第１１６号 平成２５年度薩摩川内市介護保険事業特別会計補正予算 

（所管事務調査） 

議案第１０６号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 福 祉 課

（所管事務調査） 

───────────────────────────────────────── 
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   △開  会 

○委員長（江口是彦）ただいまから市民福祉委

員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ありませんので、

お手元に配付しております審査日程により審査を

進めます。 

 なお、環境課と川内クリーンセンターについて

は、同時に審査を行います。 

 ここで、１名から傍聴の申し出がありますので、

これを許可します。なお、会議の途中で追加の申

し出がある場合にも、委員長において、随時、許

可します。 

────────────── 

   △部長の概要説明 

○委員長（江口是彦）それでは、市民福祉部の

審査に先立ち、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）皆さんおはようご

ざいます。それでは審査に入る前に、今回、市民

福祉部で提案しております議案等について、概要

を説明させていただきたいと思います。 

 まず、一般議案についてはございませんが、一

般会計補正予算、それと国保直診勘定特別会計、

それと介護保険事業特別会計の三つの議案につい

て、お願いしているところでございます。 

 なお、補正予算の概要につきましては、大きく

５点ほどございますが、まず、人件費の調整をい

たしております。これは４月の人事異動と、職員

の給与及び管理職手当の削減による関係で、諸般

の経費の補正を行ったところでございます。 

 それと環境課関係では、この後、詳しく説明さ

せていただきますが、甑島のごみ搬出方法の変更

にかかります経費の補正を行ったところでござい

ます。 

 それと、子ども・子育て関係では、子ども・子

育て支援制度が平成２７年４月から始まるところ

でございますが、これらに係ります電子システム

の構築に関する経費等を、併せまして保育所の緊

急整備事業として、ひまわり園の施設整備補助を

計上してるところでございまして、計画としては、

定数６０の部分を２０増の８０にしたいというも

のでございます。 

 それと、介護保険事業特別会計におきましては、

在宅医療と介護サービスの連携体制を構築するた

めの協議に要する経費を、補助金という形で計上

したところでございます。 

 なお、詳細につきましては、この後、関係課の

審査の中で御説明させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

────────────── 

   △環境課・川内クリーンセンターの審査 

○委員長（江口是彦）それでは、環境課及び川

内クリーンセンターの審査を行います。 

────────────── 

   △議案第１０６号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（江口是彦）まず、議案第１０６号平

成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題と

いたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○環境課長（寺園良介）それでは、補正予算の

説明をさせていただきたいと思います。 

 予算に関する説明書に基づいて説明させていた

だきます。第２回補正分です。 

 ３６ページにつきましては、今、部長のほうか

らありました人件費の関係ですので、省略させて

いただきたいと思います。 

 ３７ページにまいります。 

 ４款２項５目ごみ処理費でございます。事項の

一般廃棄物処理費の通信運搬費、これは主に運搬

費 に な り ま す け れ ど も 、 減 額 の １ ５ ５ 万

６，０００円ということでございます。 

 この内容につきましては、一般質問で江口議員

のほうからも質問がございましたけれども、７月

から甑島の可燃ごみを島外搬出いたしまして、川

内クリーンセンターのほうで処理するという形を

とりましたんですけれども、初日から若干、臭気

関係でトラブルがございまして、貨客船のほうを

使えない状況が、今、発生しております。貨物船

主体で使うということで、計算をし直しましたと

ころ、１回当たり６，７００円の差額がありまし

て、これにつきまして貨物船主体にしますと、こ

れだけの減額が出てまいりますということでござ

います。 
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 それからもう１点が、同目の事項の甑島クリー

ンセンター管理費２８０万円の備品購入費をお願

いしとるところでございますけれども、上甑のク

リーンセンターで、ごみの積みかえ用のフォーク

リフト、これが旧環境センターが使っていたもの

をリユースしておりました。これは平成４年４月

に購入したもので、かなり古いもので、実は７月

の搬送直前に、ちょっと故障したんですけれども、

部品がないということで非常に慌てまして、次回、

故障すると、またそういう形で非常に時間がかか

るということで、今回、予算をいただきまして、

新たに購入させていただきたいというものでござ

います。 

 予算につきましては、以上でございます。 

 また、島外搬出のごみ関係につきましては、利

用関係も含めまして状況を、後ほど所管事務調査

のほうで説明をさせていただきたいというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）後で詳しくということです

が、ここで減額というふうになっているのが、ち

ょっと気になりまして。いわばフェリーで運ぶの

と貨物船で運ぶのでいえば、貨物船が安かったと。

これはちょっと調査を前もってされていたと思う

んですけれども、どうしてこういうふうになった

のか。安いものが、やむを得ず高くなったという

んだったらわかるんですけどね、そういうところ

がちょっと気になるもんですから、もう少し御説

明いただけますか。 

○環境課長（寺園良介）後ほど御説明申し上げ

るつもりだったんですけれども、要は１隻じゃ 

―やはりドック等に入った場合、そのドック期

間中をどうするんだと。それから１隻で独占的に

搬送した場合に、ちょっとこちらの言い分が、な

かなか通らない部分があるとか、そういう部分が

ありまして、市としては最初から２隻、何とかお

願いしたいなというふうには思ってたところなん

ですけれども。 

 実は、以前に、貨客船については臭気トラブル

がございまして、ちょっと無理だろうなというふ

うに思って、１隻で計画はいたしてたんですけれ

ども、御存じのとおり輸送貨物が、非常に減って

きているという状況がございます。 

 その中で貨客船側から、ぜひ使ってくれんかと

いうお話がありまして、臭気対策についても貨客

船側で何とか配慮いたしますのでということで、

ちょうどこちらも２隻、何とか確保したいなと思

ってたもんですから、じゃあ２隻でいきましょう

かということで、２隻で計画をしてたんですけれ

ども、その初日から、このにおいじゃお客さんに

ちょっと困ると。こちら側も、やっぱり観光客等

が乗ってこられるので、このままじゃちょっとま

ずいかなということで、当面、１隻で対応せざる

を得んなということで、１隻で積算をし直したと

いうところでございます。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１０６号に係る審査を一時中止

いたします。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局に説明を求めます。 

○環境課長（寺園良介）市民福祉委員会資料に

基づいて、説明をさせていただきたいんですけど

も、実は、あわせて９月の６日のほうに、土壌汚

染対策法の要措置区域の指定、薩摩川内市におい

て、そういう地域が出ました。それの工事がござ

いまして、工事に基づいて６日の同日付に、主要

事項報告をさせていただいたんですけども、若干、

中身が皆さん、なじみが薄いんじゃないかなと思

いますので、それをちょっと主要事項報告の補足

説明をさせていただきたいので、あわせて本日、

ちょっと資料を配付させていただきたいんですけ

ども、委員長の許可をいただきたいんですけども。 

○委員長（江口是彦）資料の配付をお願いしま

す。 

[資料を配付] 

○委員長（江口是彦）では、２件について課長
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 それから、これは総体的になるんですけれども、

年間を通して、出張時間を含めて拘束時間が長い

など、職員の負担増になるんじゃないかという状

況が出てきておるところです。費用負担と職員の

負担でございます。 

の説明を求めます。 

○環境課長（寺園良介）それでは、市民福祉委

員会資料の８ページをお開きください。 

 大きな項目の２番から説明をさせていただきた

いと思います。 

 大きな項目の３でございます。平成２５年度の

今後の対応なんですけれども、①といたしまして、

貨物フェリーの１４日間のドック入れの代替措置

のため、今後においても契約は貨客がフェリーが

使えるような形で、搬送状況は確保をしておきた

いということでございます。 

 貨客フェリー利用等の経緯でございます。 

 （１）です。平成１３年度、下甑村が６カ月間、

ごみ収集車を貨客フェリーで海上輸送をした際に、

臭気についての苦情があったことを踏まえまして、

同フェリーでの搬送は困難だと判断いたしました。

当初は、貨物フェリーのみによる搬送を計画いた

しておりました。  これにつきましては、実は月に２回程度、ごみ

を降ろした後の空になった状況、洗車を済ませて

空になった状況を月に２回程度、今、臭気をどう

やったら抑えられるかというテストをさせていた

だいております。荷台部分にブルーシートで、お

しめみたいな形で覆って、そこから蛇腹の吸気管

を使って吸気ダクトのほうへ持っていく。ファン

でにおいを吸い込むというような状況をとってお

りますけれども、貨客フェリー側からオーケーは

まだ出てないところです。 

 （２）でございます。貨客フェリー側より輸送

貨物の減少対策として、貨客フェリーの利用につ

いての要望がございまして、同社による臭気対応

等を前提に、同フェリーを加えて貨物フェリーと

の２船での輸送計画を組んだところでございます。

予算につきましても、２隻という形での予算を組

まさせていただいたところでございます。 

 （３）は、これは条件としてですけれども、海

上輸送手段が２船確保されましたことから、甑島

の各クリーンセンターに、現在、設けてあります

けれども、ストックヤードの規模を、２０日スト

ックから１０日ストックへ縮小したところでござ

います。 

 貨物フェリーのドックが来年の５月ですから、

そこまでには何とか臭気対策をして、ドック期間

中の貨客フェリーを利用できるような形ができな

いかなということで、今、テストしているところ

でございます。  大きな項目の１のほうに戻ります。 

 それから③です。まず、現在は貨物フェリー主

体の搬送といたしております。経費の削減は、あ

る程度できておりますけども、更に職員の負担軽

減のため、８月から本土側の搬送を業者に業務委

託化を行うということで、実施をいたしておりま

す。 

 経緯でございますけれども、（１）です。平成

２５年４月から、甑の可燃ごみを大型のごみ収集

車に積み替えまして、貨客フェリーと貨物フェ

リーでの海上輸送により、川内クリーンセンター

へ搬出を開始いたしました。 

 （２）です。７月３日の初回航行日でございま

す。貨客フェリーで臭気に対する苦情がございま

して、私ども確認にまいりましたけれども、同フ

ェリーでの島外搬出につきましては、観光客等の

乗船に支障を来すことから、困難な状況となって

いる状況でございます。 

 （２）ですけれども、平成２５年度８月以降の

島外搬出業務の概要ですけれども、上の直営部分、

これが職員が行う部分です。甑島クリーンセン

ターのストックヤードの管理です。費用の徴収と、

それから清掃作業と積み込み作業とあります。 

 それから②が、甑島クリーンセンターと、甑島

の港までの大型パッカー車の搬送、ここまでが職

員にしていただくことということでございます。 

 （３）は、これまでの状況でございますけれど

も、貨物フェリー、この搬送につきましては、休

憩室がございませんことと、それから揺れが大き

いという状況がございます。貨物フェリーに車だ

け乗せて、運転手のみ貨客フェリーに乗船した場

合は、新たに旅費が発生してまいります。費用負

担になるということです。 

 その下の委託、これが業者にお願いする分です

けれども、各港で大型パッカー車を貨物フェリー

と貨客フェリーに積載する。貨客フェリーは、も

う積載回数は激減しております。ほとんどが、貨
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 その前、昭和４５年から昭和５４年まで、アセ

チレンガスの製造をしていた会社でございます。 

物フェリーという形になります。 

 それから貨物フェリー、それから貨客フェリー

により運転手なしで海上輸送、それから本土側の

運転手は串木野新港と川内クリーンセンター間の

大型ごみ収集車の搬送、おろした後の清掃作業等

までしていただくという形で、（３）の９月補正

で、通信運搬費につきましては、先ほど説明申し

上げましたとおり、１５５万６，０００円の減額

となっておりますけれども、委託料ですね。これ

はごみ収集委託料をもっております。これは甑島、

本土の収集運搬、集荷場からクリーンセンターま

での結構大きい費用なんですけども、これは毎年、

災害等に備えて、大体１カ月分ぐらい残るような

形に残させていただきまして、９７０万円ほど執

行残がございます。その中の４２万円を流用させ

ていただきまして、本土側の搬送委託経費に使わ

せていただくと。ですから８月から３月までの本

土側の委託経費が４２万円かかりますので、差し

引きしますとフェリー代は減ったけれども、実際

は１１３万６，０００円の減額になりますという

ことでございます。 

 この資料の２枚目をお開きください。 

 土壌汚染対策法に基づく区域指定についてとい

うことでございます。 

 まず、土壌汚染対策法の制定の背景でございま

すけれども、工場跡地の再開発等に伴い重金属、

揮発性有機化合物等による土壌汚染が顕在化、放

置すれば人の健康に影響が及ぶことが懸念される

が、関係する法制度がないということで、平成

１４年５月２９日公布、平成１５年２月１５日施

行でございます。 

 ただ、法に基づかない自主的な調査により土壌

汚染が判明することが多い。それから掘削除去と

いう過剰な対策がとられることが多い。これが不

適切な場合もあるということで、汚染された土壌

の処理に関して、不適正な事例が顕在化というよ

うな状況がございまして、平成２１年４月２４日

に一部改正されまして、平成２２年４月１日から

施行されているものでございます。 

 それから、大きな項目の２ですけども、土壌汚

染状況調査実施の時期でございます。  甑島地区の可燃ごみの島外搬出につきましては、

以上で説明を終わらせていただきます。  有害物質を製造、使用、または処理する水質汚

濁防止法の特定施設の使用を廃止したときに、調

査をしなければならないというふうになっており

ます。 

 このまま続けて説明させていただいてよろしい

ですか。 

○委員長（江口是彦）続けて、説明をお願いし

ます。  それから（２）は、３，０００平米以上の土地

の形質変更が行われる際、県知事が必要を認めた

とき。 

○環境課長（寺園良介）では、続きまして、今

ほど配らせていただきました市民福祉委員会資料

の鹿児島県公報が表にきております。これは公報

をそのままコピーをしたものでございます。下の

告示欄です。 

 それから（３）が、土壌汚染により健康被害が

生ずるおそれがあると県知事が認めたとき。 

 （２）と（３）は、いずれについても土壌汚染

により健康被害が生ずるおそれが、もしくは土壌

汚染のおそれがあると県知事が認めたときという

ことになります。（１）だけが、使用廃止をした

ときということで、今回、使用廃止をされたとい

うことで、事業所がその法に基づき調査をされた

結果、有毒性の物質が出てきたということでござ

います。 

 鹿児島県告示第９４８号ということで、土壌汚

染対策法により、要措置区域として指定しました

と、県のほうから指定の公示がございました。 

 第９４８号につきましては、要措置区域の指定

でございます。 

 それから、下の第９４９号につきましては、形

質変更時要届出区域でございます。地番は、小倉

町字鍋山５６１２番の一部ということで、これは

一つの事業者でございます。平成２１年度まで事

業をされていらっしゃいました。今は、事業をや

めていらっしゃいます。平成２１年度までは、配

送センターという形でございました。 

 大きな項目の３ですけれども、要措置区域等の

指定です。 

 まず、土壌汚染の摂取経路、この摂取経路は、

人体への摂取経路と考えていただいたほうがいい

と思います。 
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 要措置区域は摂取経路がある場合、要措置区域

になります。 

 それから形質変更時、要届出区域は、摂取経路

はないと。 

 それから健康被害の生ずるおそれがある場合は

要措置区域、ない場合は形質変更時要届出区域で

す。 

 汚染の除去等の措置につきましても、要措置区

域につきましては必要で、形質変更時要届出区域

については不要でございます。 

 その下のフロー図でございますけども、土壌の

汚染状態が指定基準を超過した場合、その下は参

考で書いてあります。自主調査で土壌汚染が判明

した場合の区域指定は、これは申請はできるとい

うことです。通常は、土壌の汚染状態が指定基準

を超過した場合、法に基づいた調査を企業のほう

でされて超過した場合、先ほどの摂取経路がある。

それから健康被害の生ずるおそれがある場合につ

いては要措置区域、もしくは形質変更時要届出区

域、いずれかの区域に指定をされるということで

ございます。 

 ただ、今回の場合は、区画が２区画に分かれま

して、溶出量基準と含有量基準、ちょっとわかり

にくいかもしれないんですけども、要は、要措置

区域でもあり、かつ形質変更時要届出区域でもあ

るという形での指定を受けているところでござい

ます。 

 これは汚染の除去が行われる、いわゆる土壌全

部取ってのけた場合には、区域指定は解除される

ところでございます。 

 汚染土壌の搬出につきましては、運搬基準がご

ざいます。それから管理票の交付と保存、管理票

の保存が義務づけられてるということと、それか

ら、その右側の表が、全国の区域指定状況があり

ます。 

 要措置区域が全国が１０４、それから形質変更

時要届出区域が８７２、九州については２と

５９という形でございます。鹿児島県については、

要措置区域はゼロ、それから形質変更時要届出区

域が１というのが、９月２日現在でございます。

ですから、川内の分が９月６日に告示されました

ので、鹿児島県が上と下の行、それぞれ１、１増

えてくるという形になります。 

 その上の特定有害物の種類は、２５種類ありま

す。これは水質汚濁防止法に基づく特定物質と、

ほぼ同じという形になります。 

 以上、法の関係について説明しましたけど、ち

ょっとわかりにくいですかね。要は、事業者のほ

うで自主的な調査をされたら、この特定有害物質

が基準値を超える値が出てしまったということで

す。事業所の敷地面積は５，０００平米ほどある

んですけれども、その中の４１．８平方メートル、

１％に満たない部分から、そういう物質が出たと

いうことでございます。 

 今後につきましては、こういう形で措置をされ

ましたので、事業者のほうとしても除染、除去を

したいという意向は持っておられるということで

ございます。 

 摂取経路ですけれども、摂取経路につきまして

は、この基準値オーバーをした地点から半径

８０メートル以内となっているんですけど、実際

１００メートル以内に飲用井戸があるかどうかと

いう調査をさせていただきまして、４件ございま

して、４件のうち１件は温泉なんですけれども、

あと２件が飲用井戸で、あと１件の井戸は、業者

が車の洗浄等に使われる井戸ということで、その

井戸が半径１００メートル以内にあったというこ

とで、摂取経路があるということで、要措置区域

に指定をされたということであります。 

 ちなみに、その井戸につきましては、県のほう

で井戸水の調査をしていただきまして、調査結果

としましては異常なしということで、水銀等の検

出はされておりません。 

 それと、業者のほうも調査をする義務がありま

すので、敷地境界をボーリング調査をされまして、

地下水の調査をされましたけれども、そこから水

銀等の有害物質等は出てないという結果は、いた

だいておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 なお、委員による質疑は、甑島地域可燃ごみ島

外搬出についてを先に行い、その後、土壌汚染対

策について質疑を行いたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

○委員（新原春二）１船体制に今のところなっ

たんですが、１船体制になったんですよね。 

○環境課長（寺園良介）１船体制です。 
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○委員（新原春二）その場合、先ほど言われた、

その船がドック入りのときの対処は考えてらっし

ゃるんですか。 

○環境課長（寺園良介）おっしゃるとおりだと

思うんですけども、今現在は、先ほども申し上げ

ましたとおり、月２回ほど空の状況ですけども、

お客さんに影響がないような状況で、テストをや

ってる状況ですので、御了解いただきたいという

ふうに思います。 

○環境課長（寺園良介）済みません。先ほどち

ょっと、資料の中で触れさせていただいたんです

けども、ドックが大体２週間です、１４日。当初、

ストックヤードを２０日で見てたんです。そうす

ると、若干トラブルはあっても、十分だろうとい

うふうに考えてたんですけども、２船体制で

１０日に落としてしまったので、ちょっと困るな

という状況が、今、出てるということでございま

す。 

 何とか今年度中には、めどをつけていきたいな

というふうには思っているとこでございます。 

○委員長（江口是彦）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）では、続いて、土壌汚染対

策法の問題について御質疑願います。 

 御質疑ありませんか。  ですから３月ぐらいまでに、何とか貨客フェ

リーのほうの臭気対策を、うまくフェリー側とう

ちと、あわせてやっぱりやっていかないかんかな

と。そのくらいまでには、何とか結論を出したい

なというふうには思ってるところでございます。 

○委員（井上勝博）鹿児島県で初めてというこ

とになるわけですよね。この今の状態からいった

ら、これに一つ加えて、１になる。そうじゃない

ですか。ちょっと、そこら辺がよくわからなかっ

たんです。 ○委員長（江口是彦）ほかにありませんか。 

○委員（井上勝博）このお話が出たときに、た

しか委員会でも少し説明があって、臭気対策は大

丈夫ですというような話だったと思うんですよ。

それは実際にやってみて大丈夫だったということ

ではなくて、何か根拠があったんですかね。大丈

夫だという。 

○環境課長（寺園良介）先ほどフローチャート

の中で申し上げました、一番下から２番目のフ

ローですね。汚染の除去が行われた場合は、区域

指定は解除されます。現実的には、鹿児島県で

４番目という形になります。鹿屋市と霧島市、そ

こはもう除染されて、区域解除がされております。

今、出水市が１カ所残っているという状況です。 ○環境課長（寺園良介）若干のにおいは、今、

市中を走ってるパッカー車についてもいたします

ので、その程度のにおいはするだろうなという想

定はしてたんですけれども、フェリーの中の閉鎖

空間にそれをもっていったときに、どの程度たま

るかと。そこがちょっと想定をできてなかった部

分かなと。 

 ただ、これが形質変更時要届出区域なもんです

から、敷地がちょっと広いというふうに聞いてお

ります。 

○委員長（江口是彦）ほかに質疑ありませんか。 

○委員（井上勝博）井戸をお持ちの方について

は、検査した結果、問題ありませんよとなっては

いるけれども、ものすごい不安というか、いつ土

壌に染み出してくるんじゃないだろうかという不

安が出てくると思うんですよ。定期的に、今後も

検査はするということになるんでしょうか。 

 ただ、貨客フェリーさんのほうが、それについ

ては、より対応を御存じの部分のノウハウ等があ

るんじゃないかなと。そこら辺をちょっと相手に

頼ってしまった部分もあったかもしれません。 

○委員（井上勝博）実際に走っている車さえも

通ったときに、ちょっと臭気がするわけで、それ

がずっと同じ場所にあるわけですから、予想でき

ることだったわけで。やっぱり１回試してみると

かということを、やるべきだったんじゃないかな

と、今から考えると。その辺については、やっぱ

り今後、もう１回そういう試験をするということ

は、せないかんのじゃないかなと思うんですが、

どうお考えですか。 

○環境課長（寺園良介）鹿児島県公報の告示の

９４８号の３項、指示措置として、地下水の水質

測定というのがありますので、これを解除するま

ではやらなければならないという義務が出てまい

ります。事業者がやらなければならないというこ

とになります。 

 ただ、事業者の意向としては、遊んでいる土地

だから早く処理をしたいということで、汚染の除

去を早くしたいというふうにとっていらっしゃい

- 8 - 
 



 それと若干、フェリーの発着時間が、貨物フェ

リーのほうがすごい早い時間であったり、すごい

遅い時間であったりというところがあるもんです

から、現実的には貨客フェリーのほうが、若干、

使用頻度が多い状況ではありました。 

ます。 

 それと井戸水を持っていらっしゃるところの皆

様には、一応、調査結果は皆さんに連絡は済ませ

ているところでございます。 

○委員長（江口是彦）質疑ありませんか。 

○委員長（江口是彦）ほかに。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 ○議員（谷津由尚）今の経緯を踏まえて、その

貨客フェリーさんの方から、臭気対策をとるんで

何とか利用していただきたいというのがあって、

それを利用しますよということをやった結果、こ

の問題が起こったわけですけど。現時点で、この

臭気対策が、結局は不十分だったということにな

っていて、貨物フェリーを主体にしますよという、

本市のこの意思については、貨客フェリー側は、

もう納得はされたんですか。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

 なお、一括質疑をお願いします。 

○議員（成川幸太郎）可燃ごみの島外搬出につ

いて、ちょっとお尋ねしたいんですが、先ほど井

上委員からありましたように、予定外のことが起

こってコストが下がるということになったのをさ

っき説明受けたんですが、その要因が、貨客フェ

リー側から減少対策として、利用してくれと言わ

れたと。その結果１５０万円、大きな金額になっ

ていたのが、たまたま使えなくなったんで下がる

ということなんですけども、最初、要請があった

ときに、貨物フェリーと同額にするような、これ

だけコスト削減やいろんなことを言われながら、

一方では安いというのはわかっていて、要請があ

ったから高いほうを使ったというのは、そういう

ときには、その対応は何もされなかったんですか。 

○環境課長（寺園良介）今は、逆に貨客フェ

リーのほうから、できるだけ遠慮してくれという

申し出があったところです。 

 ただ、うちとしては全然切るというわけにもい

かないもんですから、ドック体制もありますので

ということで、何とか月２回は乗せていただきた

いということで、その２回の中で、お互いにテス

トをしましょうよと。これがうまくいけば、むし

ろ貨客フェリーもどんどん乗せられるということ

で、輸送貨物減の対応になるんじゃないですかと

いうようなお話をさせていただいているところで

ございます。 

○環境課長（寺園良介）この料金につきまして

は、海運局の定める料金ということで、会社のほ

うで、随時、どうこうできるものではないという

ふうに聞いております。貨物のみを使う料金のほ

うが、海運局の定める料金として安くて、お客さ

んまで乗せる分については、やっぱり高目の料金

設定になっていて、貨客フェリー側では、それを

独自で下げるというのは、できないというふうに

聞いております。 

○議員（谷津由尚）問題だと思うのは、それは

しようがないと思うんです。自治体ですから、そ

れはしようがないと思うんですが、問題だと思う

のは、まず最初の段階で、この臭気対策がどうだ

ったのかという、先ほど井上委員からの御意見も

ありましたが、それを当局としてきちんと、その

テストに立ち会わなかった、あるいは検証をきち

んとやらなかったというのは、まず、一つは問題

だと思います。 

○議員（成川幸太郎）２船体制で、ドック入り

対策ということだったと思うんですが、最初に、

主を貨物にしたらもっと安くなって、貨物がドッ

ク入りのときに、貨客フェリーを使うという体制

にしてたら、もっと違ったんじゃないかなという

気もするんですが。 

 もう一つが、時間の関係もあるでしょうけど、

空を中心に運搬を今後しますよということなんで

すが、臭気というのは空になってもほとんどとれ

ないです。そこの対策をどうされるのかというの

は、今後、課題として私は残ると思いますので、

そこの対策は講じられたほうがいいと思います。

これについてはどうですか。 

○環境課長（寺園良介）それはおっしゃるとお

りの部分がございます。ただ、基本的には両方、

特に貨物フェリーのほうは、地元の甑島の業者さ

んということもございまして、できるだけ使うよ

うな形でということで、半々で使うという形で計

画はしておったところでございます。 ○環境課長（寺園良介）先ほどから申し上げて
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○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 おりますとおり、空の車について月２回ほど乗船

させながらブルーシート等で、もしくは今からど

ういう形になるかわかりませんけれども、臭気を

どういうふうに封じ込められるか、そういうテス

トを今後ずっと、ちょっとやっていきたいなとい

うふうに思っているとこです。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第１０６号に係る審査を一時中止し

ます。 

○委員長（江口是彦）ほかにございませんか。

いいですか。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査を行

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）では、質疑はつきたと認

めます。  当局に説明を求めます。 

○市民課長（榊 順一）コンビニ交付のファミ

リーマートでのサービス開始及び自動交付機・簡

易型証明交付機の廃止時期について御説明を申し

上げます。 

 以上で、環境課及び川内クリーンセンターの審

査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

 委員会資料７ページ目をお開きください。    △市民課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、市民課の審査に入

ります。 

 まず、１、ファミリーマートでのサービス開始

時期は、平成２５年１２月１９日となりました。 

 自動交付機及び簡易型証明発行機の今後の取り

扱いについては、平成２４年９月の市民福祉委員

会におきまして、セブンイレブンのサービス開始

後、ローソン、サークルＫサンクス、ファミリー

マートが参加した段階で、全てを廃止するという

方針を申し上げておりました。 

────────────── 

   △議案第１０６号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（江口是彦）ここで、審査を一時中止

しておりました議案第１０６号を議題といたしま

す。 

 このことから、２に記載しましたとおり自動交

付機及び簡易型証明発行機の廃止時期を、平成

２５年１２月２７日とし、翌年１月中に撤去する

考えでございます。 

 一般会計補正予算について、当局に補足説明を

求めます。 

○市民課長（榊 順一）予算に関する説明書の

２４ページをお開きください。 

 ３の廃止に伴う利用停止等の市民への周知につ

きましては、１０月から１２月の３カ月程度の間、

自動交付機等の設置場所や、本庁・支所窓口への

ポスター掲示のほか、広報薩摩川内、ホームペー

ジ、ラジオ等メディアを活用して、周知するよう

考えております。 

 ２款１項１目一般管理費のうち、市民課分は説

明欄の市民政策調整費３６８万８，０００円の減

額補正であります。これは職員の人事異動に伴う

人件費の減額となっております。 

 次に、２７ページをお開きください。 

 ２款３項１目戸籍住民基本台帳費ですが、説明

欄 の 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 ２ ， １ ０ ７ 万

８，０００円の増額補正で、人事異動に伴う人件

費の増額となっております。 

 ４の廃止後の住基カードの利用者の窓口での対

応としては、本庁・支所とも交付手数料の５０円

減額を継続いたします。 

 ５の廃止理由といたしましては、平成２４年

９月及び１２月の両市民福祉委員会でも御説明申

し上げておりますけれども、（１）コンビニ交付

事業へファミリーマートが参入することで、全て

の大手コンビニで住民票等の写しが取得できる環

境になったこと。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

 質疑はありませんか。 

 （２）交付場所が増え、市域に分散し、利用者［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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の自宅や職場等からの時間短縮による市民の平等

化が図られ、曜日や時間といった制約を受けない

など、市民のライフスタイルに合ったメリットが

実現する形となったこと。 

 （３）現在、自動交付機・簡易型証明発行機は、

既に機器の保守対応期限を経過していることから、

保守契約はできず、不具合による修理ができない

機器もある状態であること。 

 （４）自動交付機・簡易型証明発行機を更新す

る場合、機器及び初期投資が発生し、また、コン

ビニ交付との二重投資にもなり、財政負担が大き

いこと等でございます。 

 最後に、本年３月からサービス開始しておりま

すコンビニ交付が、更に市民に浸透し、利用が増

えるよう積極的な広報を行ってまいりたいと考え

ております。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）金額的なことで、全てのコ

ンビニ交付になるということで、幾らの年間のお

金がかかるものなのか。そして、この自動交付機

などによって、今まで年間どれだけの維持管理費

が必要だったのか。撤去すれば、それがなくなる

と。コストがなくなるということですが、その辺

についてちょっと、おおよそでいいですが、お答

え願いたいと思います。 

○市民課長（榊 順一）コンビニ交付のほうの

今現在の維持費ですけれども、地方自治情報セン

ターのほうへ３００万円への年間負担金がござい

ます。このほか平成２５年度の当初の予算では、

コンビニへの委託手数料といたしまして、

１８０万円を計上させていただいております。 

 それと、コンビニ交付に係るサーバー等の保守

料が約８３万円ということで、５００万円程度の

維持費を要しております。機器類に関しては、コ

ンビニ事業者のほうが負担しておりますので、本

市の負担については、この金額となっております。 

 また、現在の自動交付機の維持経費でございま

すけれども、自動交付機が５台、それから簡易型

の証明発行機が、支所・出張所に８台ございます。

この維持費が、保守料といたしまして年間

４００万円弱でございます。あとはサーバに係る

いろいろやりとりで、若干、消耗品とかいろんな

経費がかかりますけれども、コンビニ交付と同額

程度の今、維持費がかかるということで考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

○議員（成川幸太郎）自動交付機と簡易型証明

発行機、簡易型が各支所８台あるということで言

われましたけど、甑島にはコンビニはあったです

か。 

○市民課長（榊 順一）甑島にはコンビニはご

ざいません。 

○議員（成川幸太郎）そのときの住民に対する

サービスというのは、どのようにお考えでしょう

か。 

○市民課長（榊 順一）甑島のほう、それから

祁答院地区もそうなんですけれども、コンビニは

現在ございません。 

 ただ、甑島につきましては、簡易型証明発行機

が入っておりまして、８時半から１７時１５分の

職員がいる間だけの稼働になっております。それ

で交付機がなくなりましても、窓口での発行は、

当然できることでありますので、サービスの後退

とか、そういったものにはならないというふうに

考えております。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 以上で、市民課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △子育て支援課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、子育て支援課の審

査に入ります。 

────────────── 

   △議案第１０６号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（江口是彦）ここで、審査を一時中止

しておりました議案第１０６号を議題といたしま
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す。 

 一般会計補正予算について、当局に補足説明を

求めます。 

○子育て支援課長（吉川真一）子育て支援課で

ございます。 

 それでは、議案第１０６号一般会計補正予算、

子育て支援課分について、まず、歳出から御説明

申し上げます。 

 第２回補正の予算に関する説明書３４ページで

ございます。 

 ３款民生費でございます。３項児童福祉費、

１目児童福祉総務費は２，９０３万２，０００円

の増額補正で、内容は説明欄をごらんいただきま

して、まず、事項、児童福祉管理運営費は、４月

の人事異動及び給料削減等に伴う職員給の調整、

それと平成２７年４月開始予定の子ども・子育て

新システム、後ほど所管事務調査で御説明申し上

げますが、その新システム運用に係る電子システ

ム構築に要する委託料でございます。 

 それから、次の事項、児童福祉施設整備費は、

安心子ども基金により、待機児童対策として実施

いたします保育所緊急整備事業で、２０名の定員

増を予定する共同保育所ひまわり園の増改築工事

に対する補助金でございます。 

 次の事項、女性・家庭児童相談費は、児童虐待

防止対策支援事業の広報・啓発用消耗品と、ＦＭ

さつませんだいへの広告委託料でございます。 

 次は、４目になります。保育園費で５６万

４，０００円の増額補正、ことし４月開園しまし

た下甑保育園の受け入れ児童増に伴い、保育の補

助臨時職員を雇い上げることに要する経費でござ

います。 

 以上、歳出でございます。 

 引き続き歳入につきましては、予算書を戻って

いただきまして、１３ページをお開きください。 

 子育て支援課分は、１５款２項の国庫補助金、

２目民生費補助金の１節社会福祉費補助金でござ

いますが、説明欄の児童福祉事業対策費等補助金、

内容は児童虐待防止対策支援事業でございます。 

 次の１４ページ、１６款２項県補助金、２目 民

生費補助金、３節児童福祉費補助金でございます

が、安心こども基金総合対策事業費補助金でござ

います。それぞれ括弧書きの事業に係る補助は、

今回の歳出予算補正に伴い調整を行うものでござ

います。 

 以上で、議案第１０６号一般会計補正予算中、

子育て支援課分についての説明を終わります。よ

ろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（今塩屋裕一）ＦＭさつませんだいのほ

うに出してる部分があるんですけど、内容的なの

は、どういったので載せてるのか、ちょっと教え

てもらいたい。 

○子育て支援課長（吉川真一）代理のほうでお

答えいたします。 

○課長代理（西田光寛）今回、初めての取り組

みでありますけれども、ＦＭさつませんだいを利

用いたしまして、子育て世代の悩みや不安を解消

するため、専門家や子育て現場のゲストを迎え、

リスナーからのメール相談や情報提供を行うよう

な番組にしたいというふうに考えております。 

 私どものＦＭとの協議なんですけれども、

３０分程度の番組で、２６週間放送する予定とな

っております。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないものと認めま

す。 

 ここで議案第１０６号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査に入

ります。 

 まず、部長に説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、市民福

祉委員会資料の３ページから６ページに係ります

分について、私のほうで一括して御説明させてい

ただきます。幾つかの課にまたがるというような

こと等から、関係のある課の冒頭で説明をさせて

いただければというふうに考えているところでご
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ざいます。 

 今回、社会保障制度改革推進法第４条の規定に

基づきます法制上の措置の骨子という部分が、

８月２１日の閣議決定でされたところでございま

すが、これについての概要説明ということでござ

います。 

 今回の税法上の措置の骨子につきましては、医

療と介護を中心に、社会保障改革の法整備や実施

の時期を定めたプログラム法案を、骨子という形

で閣議決定したところでございます。市民福祉部

には、かなり影響があるというようなこと等で、

資料を作成したところでございます。 

 御案内のとおり、昨年成立しました社会保障と

税の一体改革に係る法案は、ことしの８月２１日

までに社会保障改革に必要な法制上の措置をとる

ように求めていたところでございまして、一般的

には法案を国会に提出するものでございますが、

閉会中のため、代わりに法案の骨子を閣議決定し

たというような状況があるようでございます。 

 内容としましては、有識者によります社会保障

制度改革国民会議が、８月５日にまとめた報告を

踏まえたものとなっているようでございまして、

平成２６年度から平成２９年度までに実現すべき

項目を列挙し、高齢者の負担も求めているという

こと。それと社会保障という部分につきましては、

今まで年金、医療、介護というような形になって

おりましたが、それらの前提条件になります子育

てという部分も、今回の中に入ってきているとい

う部分が、大きな特徴ではないのかなというふう

に感じてるところでございます。 

 今後、秋の臨時国会にプログラム法案を提出し、

法案成立後は、制度ごとに個別の法案を平成

２６年度の通常国会以降、順次、提案するという

ふうになっているようでございます。 

 それでは資料に基づきまして、まず、３ページ

の一の講ずべき社会保障制度改革の措置について

でございますが、これにつきましては、人口の高

齢化が急速に進展する中で、活力ある社会を実現

するためにも、健康寿命の延伸により長寿を実現

することが重要であり、このために社会保障制度

改革を推進する。あわせて、個々人が自助努力を

行うインセンティブを持てる仕組み、あるいは、

サービスの選択肢を増やす仕組みを入れるなど、

年齢に関わりなく働くことができ、持てる力を最

大限に発揮し、生きることができる環境の整備に

努めるとともに、住民相互の助け合いの重要性を

認識し、これらの取り組みを推進するとしている

ところでございます。 

 具体的には、１でございますが、少子化対策に

おきましては、就労、結婚、妊娠、出産、育児等

の各段階に応じた支援を切れ目なく行い、子ど

も・子育て支援の量的拡充や質の向上を図り、仕

事と子育ての両立支援を推進するため、①のとこ

ろで、子どものための教育、保育給付や地域子ど

も・子育て支援事業を、②では保育緊急確保事業

を、③では児童養護施設等の整備などを実施する

としているところでございまして、なお、平成

２７年度以降の次世代育成支援対策推進法の延長

を検討するというような形で書かれているところ

でございます。 

 次に、２の医療制度につきましては（３）でご

ざいますが、（３）において医療従事者、あるい

は医療機関を有効活用し、効率的で質の高い医療

提供体制を構築するとともに、高齢化の進展に対

応し、医療・介護・生活支援サービスを身近な地

域で受けられる、地域包括ケアシステムを通じた

医療を提供するとしておりまして、①のイの中で

は病床機能に関する情報を都道府県に報告する制

度の創設、ロでは病床の適切な区分を設定する地

域医療ビジョンの策定を、ハでは新たな財政支援

の制度の創設、ニで医療法人間の合併、権利の移

転に関する制度等の見直しを、②の中では地域で

の医師、看護職員等の確保、勤務環境の改善など

を平成２９年度までをめどに、順次、実施すると。

そのために、平成２６年度通常国会へ法案提出を

目指すとしているところでございます。 

 また、（６）でございますが、（６）の持続可

能な医療保険制度構築におきましては、①のイで

国民健康保険、国保の財政支援の拡充、それとロ

では国保の財政運営を都道府県が担いと、市町村

と役割を分担するとしております。 

 ②の中では、イで国保と後期高齢者医療制度で

低所得者の保険料負担軽減、ロでは被用者により

ます高齢者医療への支援金で総報酬割の全面導入

をと、③では、イの中で７０歳から７４歳の医療

費窓口負担と高額療養費の見直しなどを、平成

２６年度から平成２９年度までをめどに、順次、

実施し、必要な法案は平成２７年通常国会に提出
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 なお、詳細につきましては、また各課で説明に

ついては、答えられる分については、答えてまい

りたいと思っているところでございます。 

を目指したいとしているところでございます。 

 （９）の難病対策につきましては、都道府県の

超過負担の解消を図り、安定的な医療費助成の制

度を確立するため、必要な措置は平成２６年度を

めどに実施し、法案については平成２６年通常国

会に提出を目指すとしているところでございます。 

 以上、ちょっと走りになりましたが、法制上の

措置の骨子につきまして、説明を終わらせていた

だきます。 

○委員長（江口是彦）次に、課長に説明を求め

ます。 

 ３の介護保険制度でございますが、（２）のと

ころでございます。 

○子育て支援課長（吉川真一）それでは、市民

福祉委員会資料の１２ページをお開きください。 

 低所得者を初めとする国民の保険料負担の増大

を抑制し、地域包括ケアシステムの構築を通じて、

必要な介護サービスの確保を図るため、①のとこ

ろでは、イで在宅医療と在宅介護の連携を強化、

ハでは認知症に係る施策の実施を、②では地域支

援事業の見直しとあわせた要支援者への支援の見

直しを、③では一定以上の所得がある人の自己負

担の見直しを、④では補足給付の支給要件に資産

を勘案すると、⑤では特別養護老人ホームの施設

介護サービス費の支給対象者を見直すと、⑥では

低所得者の第１号被保険料の軽減などを平成

２７年度をめどに実施し、平成２６年通常国会に

法案提出を目指すとしているところでございます。 

 ただいま部長から、国の社会保障制度改革に関

する説明がございましたけど、その１番目の項目

になっておりました少子化対策において、平成

２７年度に予定される子ども・子育て新システム、

新制度への移行に向けた今後の作業スケジュール

について御説明申し上げます。 

 このことに関しましては、先月８月６日に、国

の都道府県担当者向けの説明会が開催されまして、

これを受けて県では、９日の日に市町村に対する

説明会が開催されたところでございます。 

 その中で、市町村の取り組みの方向性を示しま

す基本指針については、おおむねの案ということ

で、確定は今年度末とのことでございました。 

 最後に、４の公的年金制度でございますが、年

金生活者支援給付金の支給、あるいは基礎年金の

国庫負担割合の２分の１への恒久的な引き上げ等

を実施するとともに、①ではマクロ経済スライド

による年金給付額の改定のあり方を、②では短時

間労働者に対する厚生年金保険と健康保険の適用

範囲の拡大を、③では高齢期における職業生活の

多様性に応じた年金受給のあり方を、④では高所

得者の年金給付や年金課税のあり方などを検討し、

必要な対策をとるとしておりまして、具体的な実

施年度は、定めてないところでございます。 

 今後、修正の可能性がある点に留意といった説

明がなされましたが、そうした中で、平成２７年

度に向けて、今後、作業を進めていくものでござ

います。 

 資料は、まず、子ども・子育て支援会議事業計

画、左側のほうに項目を並べてございます。子ど

も・子育て支援会議・事業計画でございますが、

１０月中に会議を開催し、事業計画策定のための

ニーズ調査を実施し、今年中には結果の取りまと

めをいたします。そして来年度上期に計画案を作

成いたしまして、パブコメ、県との最終調整を経

て、来年度末に計画を確定する予定でございます。 

 以上が、骨子の概要と申しますか、棒読みをし

ただけの状態でございますが、具体的な内容につ

きましては、今後、順次、法案として提出される

というふうに聞いておりまして、私どもも政府の

動き、あるいは新聞などで情報が出てくるのみで

ございまして、なかなか詳しいところまでは、現

在、わからないところでございます。 

 次は、事業の認可・確認でございます。 

 上段の地域型保育給付、これは小規模保育とか

事業所内保育等でございます。これらにつきまし

ては、市が認可・確認するもので、実態調査をい

たしました上で、これら基準に関する条例を。ま

た、下段の施設型給付、これは保育園・幼稚園・

認定こども園でございます。これらにつきまして

は県が認可、市が確認するものとされておりまし

て、その基準に関する条例をそれぞれ来年の６月

 ただ、介護保険とか国保のほうについては、若

干、このごろ新聞、テレビ等で報道がされるよう

になりまして、今、国のほうで、それらの検討等

が進められているのではないかというようなこと

が、わかってきだしたところでございます。 
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議会をめどに作業を進め、その後、量の見込み、

確保方策を取りまとめまして事業計画に反映し、

翌３月までに各施設の確認を行うこととなるもの

でございます。 

 次の支給認定につきましては、これは保護者に

対するもので、保育の必要性の認定基準につきま

して、来年の６月議会をめどに策定し、保護者に

周知することといたしております。 

 それから、地域子ども・子育て支援事業は、放

課後児童健全育成事業、いわゆる放課後児童クラ

ブについて実態調査の上、基準等の条例を来年

９月議会をめどとして作業を進め、それ以外の事

業では、先取り実施とされております保育緊急確

保事業がございます。これは平成２６年度から、

その他は平成２７年度からの実施に向けて準備し

てまいります。 

 次の費用・利用者負担でございますが、保育料

につきましては、国の基準の提示が来年４月の予

定とされておりまして、市ではこれに検討を加え、

来年度末までに条例を整備いたすことになります。 

 次に今回、補正をお願いいたしましたシステム

の関係でございます。 

 これにつきましては予算を議決いただきました

ら、今後、業者選定、開発、テスト運用を経まし

て、支給認定の関係につきましては来年度上期ま

でに、そして請求審査につきましては来年度末完

了をめどに作業を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 最後に、実施体制でございますが、市長事務部

局と教育委員会の連携、窓口の一元化につきまし

て、来年度、平成２７年度の入所申し込みの時期

までには調整を完了し、市民に周知する必要がご

ざいます。 

 以上、今後のスケジュールの概要でございます。 

 初めに申しましたとおり、基本指針が未確定の

中で、国の動向を見ながらの作業となりますが、

平成２７年度、新システムへの移行が円滑にいき

ますよう作業を進めまして、進捗につきましては、

適宜、御報告してまいりたいと考えております。 

 委員各位の御理解、御協力をよろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、先ほど部長から説明がありました社

会保障制度改革推進法関係については、複数課に

関係しますので、それぞれの課の所管事務調査の

審査の中で質疑をお願いします。 

 それでは質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（井上勝博）今のスケジュールについて

説明されて、非常にまだ抽象的で、よくわかりに

くいところなんですが、この支給認定のところに、

保育の必要性の認定等に関する基準の策定となっ

てるわけですが、これは要するに介護保険制度み

たいに、この子どもさんは、どれだけの保育の必

要性があるのかという認定度というのをつくるん

でしょうか。その認定度に応じて、介護保険制度

というのは、サービスの量はこれまでですよと。

５段階のうち５になれば、これだけのサービスを

受けられますよというふうにしますよ。同じよう

なシステムということなんですか。 

○子育て支援課長（吉川真一）大まかに言えば

委員がおっしゃったとおりの、そういった基準で

ございますが、今のところ３段階といった考え方

が示されております。保育のみ、それから保育・

教育、それから教育のみといった三つの段階につ

いて、その基準を決めていくという考え方でござ

います。 

○委員（井上勝博）介護制度の場合は、受ける

サービスについて、その利用料ということがかか

ってきますが、その認定の段階に応じて、利用料

が変わるとかということもあるんですか。 

○子育て支援課長（吉川真一）基本的には、現

状のイメージで言いますと、幼稚園、保育園、そ

れからその両方を兼ね備えた給付、これに基準を

設けてそれぞれ申請いただいたものを、その基準

で判断していくといった取り扱いになっていくと

考えております。 

 基本的には、現状の幼稚園、保育園、それぞれ

運営がなされておりますけど、その運営を新しい

システムのほうに移行していくということで、調

整されるものと考えております。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

○議員（谷津由尚）済みません。２点質問させ
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てください。 

 まず、この地域包括ケアシステムが、私のイ

メージでいうと、結局は国の今の財政支援を。所

管が違いましたか。ごめんなさい。では、子育て

支援の件で。 

○委員長（江口是彦）子育て支援でお願いしま

す。 

○議員（谷津由尚）１件です。済みませんでし

た。 

 この幼保連携型認定こども園の認可基準という

のは今から県のほうで、来年の６月をめどに条例

を策定される予定なんですが、これが条例策定さ

れた後も、今後もその認可権限というのは県で、

市には移譲はないということなんでしょうか。 

○子育て支援課長（吉川真一）認定こども園の

認可に関しましては、県の事務とされております。

市についてはその確認、施設としての事業実施の

体制が整っているかどうかといったこと等の確認

の事務になっていくこととされております。 

○委員長（江口是彦）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 以上で、子育て支援課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △市民健康課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、市民健康課の審査

に入ります。 

────────────── 

   △議案第１０６号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（江口是彦）ここで、審査を一時中止

しておりました議案第１０６号を議題といたしま

す。 

 一般会計補正予算について、当局に補足説明を

求めます。 

○市民健康課長（宍野克己）それでは、議案第

１０６号平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予

算の市民健康課分について、御説明を申し上げま

す。 

 予算書、予算に関する説明書の３６ページをお

開きください。 

 ４款１項１目保健衛生総務費で、事項、保健衛

生一般管理費のうち職員異動に伴う給与、及び地

域医療対策費では、国民健康保険直営診療施設勘

定 特 別 会 計 へ の 繰 出 金 な ど ２ ， ３ ６ ３ 万

４，０００円の増額補正をお願いするものでござ

います。 

 次に、４款１項２目保健センター管理費でござ

いますが、下甑国民健康保険健康管理センターの

老朽化したガス配管敷設替え工事及び空調設備、

エアコンの購入のために１４０万円の増額補正を

お願いするものでございます。 

 続きまして、４款１項３目保健指導費でござい

ますが、母子保健事業費のうち児童虐待防止対策

について、児童福祉事業対策費等補助金の増額に

伴う財源の組み替えをお願いするものでございま

す。 

 以上で、議案第１０６号平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算の市民健康課分に関する説明

を終わります。よろしく御審査賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

 質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第１０６号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

   △議案第１１５号 平成２５年度薩摩川内

市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

補正予算 

○委員長（江口是彦）次に、議案第１１５号平

成２５年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設

勘定特別会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○市民健康課長（宍野克己）続きまして、議案

第１１５号平成２５年度薩摩川内市国民健康保険

直営診療施設勘定特別会計補正予算について、説

明申し上げます。 

 歳出から説明いたしますので、予算書、予算に

関する説明書の１７０ページをごらんください。 

 １款１項１目一般管理費で、１，９３５万
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 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

１，０００円の増額補正をお願いするものでござ

います。内訳は、４月１日付、職員異動等に伴う

職員給与費でございます。 ────────────── 

   △所管事務調査  続きまして、次の１７１ページをお開きくださ

い。 ○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査を行

います。  ２款１項１目医療用機械器具費で、１２１万

５，０００円の増額補正をお願いするものでござ

います。内訳としましては、下甑手打診療所にお

いて、新たに医療用酸素濃縮機を必要とする患者

が生じたため、機器の賃借料について増額するも

のでございます。 

 当局の説明を求めます。 

○市民健康課長（宍野克己）市民福祉委員会資

料の御説明を申し上げます。 

 ９ページでございます。 

 西方・湯田・寄田診療所の診療回数の変更につ

いてでございます。  続きまして、歳入でございますが、歳入につき

ましては前に戻っていただき、１６８ページをご

らんください。 

 内容につきましては、下のほうの３の今後の方

針のところでございますが、平成２５年１０月か

ら、西方・湯田・寄田診療所の診療回数を、現在、

月２回でございましたが、月１回に変更しようと

するものでございます。内容につきましては、そ

れぞれ下の欄に書いてございますとおり、変更後

をごらんいただきたいと思います。 

 １款２項外来収入でございます。外来収入の増

額は、下甑手打診療所の酸素吸入療法に関わる診

療報酬の増額でございます。 

 次の１６９ページをごらんください。 

 ７款１項１目一般会計繰入金は、職員の給与費

等に係わる経費として、一般会計から繰入金を増

額するものでございます。 

 理由でございますが、上のほうの１に返ってい

ただきまして、診療回数を変更する理由につきま

しては、現在、川内地域の５カ所の診療所のうち、

高江と久見崎につきましては、月２回の診療から、

それぞれもう月１回に変更しているわけでござい

ますが、平成２４年度の川内地域診療所運営連絡

協議会において、今後の川内地域診療所の管理方

針等について検討した結果、残る３カ所の診療所

も、先ほどの高江、久見崎診療所と同様に、診療

回数を変更する方向で協議がされたものでござい

ます。 

 以上で、議案第１１５号平成２５年度薩摩川内

市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予

算に関する説明を終わります。よろしく御審査賜

りますようお願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

 御質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないものと認めま

す。 

 協議の内容につきましては、２番目にございま

すとおり、平成２５年２月２１日でございました

が、地元の同意を前提に、診療回数を変更すると

いう方向で協議がされました。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。  それをもちまして、平成２５年５月２７日、

６月３日に、それぞれ地区コミ会長様へ事情の説

明を申し上げ、運営委員会等で協議をお願いをい

たしました。 

 これより討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないと認めます。  それで、米印にございますとおり、各地区内の

協議の結果は、患者数等の推移から診療回数の変

更については、やむを得ないというような回答を

得たところでございます。それを受けまして川内

市医師会へ報告し、また、６月１９日には各管理

医へ経過を説明して、１０月からの診療の変更を

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。 
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○市民健康課長（宍野克己）代理のほうで答弁

いたします。 

内諾いただいたところでございます。 

 １０ページをお開きいただきたいと思うんです

が、５カ所の診療所の利用の状況でございます。

それぞれ診療日数、診療件数が書いてございます

が、平成２４年度、右側のところをごらんいただ

きたいと思うんですが、下の平均診療件数が８．

５１人、１回の診療につきまして８．５１人と、

平成２０年度の１１．１９人から減少してきてい

るところでございます。それをもちまして、今回

の診療回数の変更になったということでございま

す。 

○課長代理（福壽清則）最近でしたんですが、

市のすこやかふれあいプラザのほうの規定でいき

ますと、大体、使用の開始３カ月前から使用日の

５日前までということで、一応、申請のほうを受

けておるんですが、実際、最近のトラブルでいい

ますと、その日に来られて、その日に使いたいと

いうのがかなりございまして、その分でトラブル

がありました。 

 以上です。 

○議員（川畑善照）丁寧に説明をされて、そし

て文書があれば文書を渡されて、今後のあり方が

規定どおりされるんであれば、変更されれば別で

すけれども、一応、ちゃんと説明せんと、何か感

情的になっていらっしゃると思ったもんですから。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（井上勝博）実際は、まだ患者さんがい

らっしゃるわけなんですが、高齢化が進む中で、

一方では高齢者の方が増えているんだけど、診療

所の利用状況というのは減っているということな

んですが、それは交通の関係で、病院に行かれる

方のほうが多くなったというふうに理解してよろ

しいんでしょうか。その辺。 

○課長代理（福壽清則）それで、こちらのほう

の一応、解決策といいますか、今後の対応といた

しましては、実際、すこやかふれあいプラザが、

皆さん御承知のとおり複合施設ということで、保

健センターでもあり、地区のコミュニティセン

ターということでありますもんですから、そこの

ところの使用の形態を、一般の方と、それから公

共団体、それから公共的団体ということで、一応、

区分いたしまして、すこやかふれあいプラザのほ

うの規則のほうを、一応、運用いたしまして、地

区コミの団体の方については、公共的団体という

ことで、空いておれば、その日でも使えるような

方向で、一応、調整したいと思っております。 

○市民健康課長（宍野克己）当然、交通の便が

改善されて行かれる方も多いと思うんですが、患

者の内容を見ますと、もう慢性的な疾患というこ

とで、新規の患者は平成２４年度で７名と、非常

に少ないということで、今まで来られた方々が言

い方は悪いですけど、お亡くなりになって、だん

だん減少してきているというのが実情だと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）よろしいですか。 

○議員（川畑善照）わかりました。  以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

○委員長（江口是彦）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 ○市民健康課長（宍野克己）資料はございませ

んが、一つ報告をさせていただきたいと思います。  次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

○議員（川畑善照）保健センターの管理の問題

ですが、この保健センターを借りられるときのい

ろいろ条件はあると思うんですけれども、トラブ

ルをちょっと聞いたことがあるんですが、どうい

うことであったのかなあって思って、それを知り

たかったもんですから。 

 甑地域における認知症高齢者等への支援という

ことでございます。内容につきましては、鹿児島

市にございます横山病院でございますが、主に精

神科・神経科の専門のところでございます。 

 支援の内容につきましては、原則、月１回、横

山病院の医師が精神保健福祉士等を連れて、下甑

保健センターに出向き、認知症高齢者等を抱える○委員長（江口是彦）わかりますか。 
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家族等への相談窓口を開設したいということでご

ざいます。 

 開始日につきましては、平成２５年１０月から

ということでございまして、それに至った経緯で

ございますが、例に漏れず高齢化の進展により、

甑島地域における認知症の高齢者が増えており、

支所の保健師等から専門医による支援の要望が、

これまで寄せられておりました。 

 それを受けまして本年５月、横山病院から鹿児

島県に対しまして支援の申し出があり、川薩保健

所を通じまして、甑島地域の支援が打診されたと

ころでございます。 

 なお、上甑島におきましては、看護師不足や施

設面から、施設の長であります医師からの受諾が

厳しいという状況がございまして、まずは下甑島

から先行的に実施して、上甑島については、状況

が整い次第、また検討していきたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長（江口是彦）何か御質疑ありますか。 

○委員（井上勝博）上甑のことですが、この医

師の受諾が難しいという意味が、よくわからない

んですが、もう少し詳しく。 

○市民健康課長（宍野克己）今現在、入院施設

の再開というのを、平成２４年４月から始めたわ

けでございますが、看護師が不足しているために、

募集を今現在もかけております。 

 ただ、看護師が島内で見つからないために、入

院の、特に夜間の体制が足りてないということで、

現場の看護師が少し疲弊しているということもご

ざいまして、これ以上の負担を今の状況で増やす

ということは、ちょっと厳しいというような御意

見がございまして、今回は見送ったということで

ございます。 

○委員（井上勝博）その認知症の高齢者が増え

ているがために、横山病院が相談窓口を月１回開

設したいということについて、やっぱりこれは病

院の負担というのも、かなり負担が伴うというこ

となんでしょうか。 

○市民健康課長（宍野克己）最初は相談窓口と

いう開設でございますが、中には治療が必要な方

も出てくると思います。そういった方々に対しま

して、お薬の出し方とか、やはり診療所のスタッ

フの労務も増えるということもございますので、

その面から、今回は少し待ってくれという状況で

ございました。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 委員外議員から質疑はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 以上で、市民健康課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △保険年金課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、保険年金課の審査

に入ります。 

────────────── 

   △議案第１０６号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（江口是彦）ここで、審査を一時中止

しておりました議案第１０６号を議題といたしま

す。 

 一般会計補正予算について、当局の補足説明を

求めます。 

○保険年金課長（中村 真）それでは、議案第

１０６号平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予

算の保険年金課分について御説明いたします。 

 歳出について御説明いたしますので、予算に関

する説明書の３１ページをお開きください。 

 ３款１項４目国民年金費４６万円の減額補正に

ついては、人件費に係る減額補正でございます。 

 続きまして、３６ページをお開きください。 

 ４款１項５目国民健康保険対策費４５５万

３，０００円の減額補正については、同じく人件

費に係る減額補正でございます。 

 以上で、一般会計に係ります保険年金課の説明

を終わります。よろしく御審査賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第１０６号に係る審査を一時中止い

たします。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局に説明を求めます。 

○保険年金課長（中村 真）それでは、所管事

務調査といたしまして、委員会資料に基づき説明

をさせていただきますので、市民福祉委員会資料

の１１ページをお開きください。 

 定例で報告をさせていただいております短期被

保険者証・資格証明書の交付状況については、国

民健康保険、後期高齢者医療保険、それぞれ７月

末現在の状況を、そこにお示ししてございます。 

 その他については、特に報告案件はございませ

ん。 

 以上で、保険年金課に係ります事項について説

明を終わります。よろしく御審査対策賜りますよ

うお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

○議員（成川幸太郎）一つだけちょっと教えて

いただきたいんですが、先ほど部長のほうから、

社会保障改革の主なスケジュール等について話が

あったんですけども、その中で、平成１７年度ま

でに国民健康保険を都道府県に運営移管というこ

とでありますが、もし都道府県に移管した場合に

国民健康保険、今、高い高いという声も多いんで

すが、変更があったりして、何かメリットという

のが出てくるのか、今わかる時点でいいですから、

ちょっと説明いただきたい。 

○保険年金課長（中村 真）社会保障制度改革

に伴います国民健康保険の制度の改革といいます

か、現在、保険者が市町村になっておりますけど

も、これを都道府県に移行する形になろうかとい

うことで、今、そういった政府の骨子が示された

ところでございますが、保険者が都道府県になる

ということで、税率等のそういった点で、今後ど

うなるかというのは、まだ不透明なところがござ

います。 

 例としましては、後期高齢者医療保険でござい

ましたら、基本的には県内統一の税率ということ

で、一部軽減というところもございますけども、

そういった形になるというのも想定はされますけ

ども、今、示されてる内容では、現在の状況を踏

まえた税率というところも想定をされております。 

 そういうことからいきますと、統一された税率

になりますと、現在、本市の税率というのが、下

がる部分の可能性もないとは言えないところでご

ざいますけれども、現在の状況を踏まえた税率と

いうことであれば、そういった点はないというこ

とで、税率に関しては、今後どうなるかというと

ころで、その辺は当局としても注視をしていきた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 以上で、保険年金課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △障害・社会福祉課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、障害・社会福祉課

の審査に入ります。 

────────────── 

   △議案第１０６号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（江口是彦）ここで、審査を一時中止

しておりました議案第１０６号を議題といたしま

す。 

 一般会計補正予算について、当局の補足説明を

求めます。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）障害・

社会福祉課でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 予算に関する説明書、３１ページをお開きくだ

さい。 

 ３款１項１目社会福祉総務費、同じく２目身体

障害者等福祉費、同じく３目地方改善対策費は、

職員給与費の調整でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願
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います。 ────────────── 

［「なし」と呼ぶ者あり］    △議案第１０６号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 ○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

○委員長（江口是彦）ここで、審査を一時中止

しておりました議案第１０６号を議題といたしま

す。 

 委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第１０６号に係る審査を一時中止し

ます。 

 一般会計補正予算について、当局の補足説明を

求めます。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）議案

１０６号平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予

算（第２回補正）の高齢・介護福祉課分について

御説明申し上げます。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次は、所管事務調査を行

います。 

 最初に、歳出から説明させていただきますので、

予算に関する説明書の３２ページをお開きくださ

い。 

当局から説明はありますか。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）ござい

ません。 

○委員長（江口是彦）ないそうですが、委員の

皆さん、何か御質疑ありませんか。 

 ３款２項１目老人福祉総務費では４２万

１，０００円の減額補正でございますが、内容は、

人事異動等に伴う給与費の減額であります。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。  次 に 、 同 項 ３ 目 介 護 保 険 対 策 費 で は

２，４７２万１，０００円の減額補正であります

が、内容は、人事異動に伴う給与費の減額と、

１９節の負担金補助及び交付金では、平成２４年

度末で終わる予定でございました介護基盤緊急整

備等特別対策事業が、平成２５年度まで延長され

たため、地域介護・福祉空間整備等事業費から組

み替えたものでございます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 以上で、障害・社会福祉課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

しばらく休憩いたします。 

～～～～～～～～～～ 

 なお、本年度整備予定でありました複合型サー

ビスについてでありますが、整備希望事業者の応

募がなかったため、施設の整備と備品等の整備に

係る補助金を減額し、定期巡回・随時対応型訪問

介護・看護につきましては、１法人から応募があ

り、法人に対するヒアリングの結果、既存の施設

を活用するということでございましたので、施設

の整備に係る補助金は減額しましたが、備品等の

整備に係る補助金は残したところでございます。 

午前１１時４０分休憩 

～～～～～～～～～～ 

午前１１時４１分開議 

～～～～～～～～～～ 

○委員長（江口是彦）では、本会議に戻します。 

 ここで休憩いたします。 

 再開は、おおむね午後１時再開といたします。 

～～～～～～～～～～ 

午前１１時４１分休憩 

 なお、この備品等に係る補助金の要望を、県を

通じて国に提出していたところですが、国の予算

枠を超えたということで、事業開始見込みの早い

事業者から順に採択をされ、本市の分は採択をさ

れなかったというようなことでございました。 

～～～～～～～～～～ 

午後 ０時５９分開議 

～～～～～～～～～～ 

○委員長（江口是彦）休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 しかしながら、例年、２次募集がございますの

で、現在、２次募集を待っている状況でございま

す。 

────────────── 

   △高齢・介護福祉課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、高齢・介護福祉課

の審査に入ります。  ２８節の繰出金は、介護保険事業特別会計の人
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件費減額に伴うものであります。 

 次に、３３ページをお開きください。 

 同項４目養護老人ホーム費と、同項５目特別養

護老人ホーム費の減額補正は、いずれも人事異動

等に伴う給与費の減額であります。 

 続きまして、歳入について説明させていただき

ますので、１３ページにお返りください。 

 １５款２項２目民生費補助金の２節老人福祉費

補助金は、県補助金に組み替えたことによる減額

補正であります。 

 次に、１４ページをお開きください。 

 １６款２項４目民生費補助金の６節介護保険事

業費補助金は、事業延長による国庫補助金からの

組み替え増でございます。 

 次に、２１ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入の１節雑入のうち、甑島敬

老 園 派 遣 協 定 収 入 の 養 護 分 で １ ０ ４ 万

２ ， ０ ０ ０ 円 の 減 額 、 特 養 分 で ２ ５ 万

９，０００円の減額は、派遣職員の減少等により

社会福祉協議会から給与費分の収入が減少するも

のでございます。 

 以上で、一般会計に係る高齢・介護福祉課分の

説明を終わります。よろしく御審査賜りますよう

お願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）今言われた派遣職員と職員

が入れ替わったということですか。それで減額な

んですか。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）１名退

職があったというふうに聞いております。 

○委員（井上勝博）もうちょっと。その派遣職

員の方が、退職されたということですか。誰か職

員が退職され、派遣職員というふうにおっしゃっ

たので、少し詳しく説明いただけますか。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）申しわ

けございません。平成２４年度、９名の職員の派

遣でございましたが、平成２５年度は、派遣をし

ている職員が８名に減少しております。定年退職

だったというふうに記憶しております。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ございませ

んか。 

○委員（永山伸一）事前に聞けばよかったんで

すけど、介護保険対策費で、説明がちょっと理解

できなかったんだけど。福祉空間整備事業で施設

整備を予定していたんだけれども、応募がなかっ

たから、あったところの、こっちの基盤緊急整備

のこっちに組み替えたというような言い方だった

んだけど。福祉空間整備事業で１億円近い形を落

としているわけですよ。これは施設の新設なり、

市としては介護計画ででも、これは建てるはずだ

から、そこら辺との関係はどうだったんですかね。 

 今、聞きたいのは、もう１回で聞くけど、こう

いった施設の待機者が相当いる中で、施設整備を

しようという介護計画の中で、当初予算を組んだ

んだけれども、結局、それが施設整備までに至ら

なかったというふうに理解していいんですかね。

ごめんなさい。そこをもうちょっと詳しく教えて

ください。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）地域介

護福祉空間等の整備事業で予算を計上しておりま

したのは複合型サービス、これは小規模多機能型

の介護と訪問看護、医療部分の、それを組み合わ

せたサービス、これの施設と備品等の設備が一つ、

ワンセットですね。それから２４時間定期巡回の

訪問介護、訪問看護、これの施設に係る整備と備

品に係る整備を予定をしておりました。 

 結果的に、この空間のほうで申しますと、複合

型サービスは応募がございませんでした。 

 それから定期巡回のサービスにつきましては、

１事業者から応募がございました。しかしながら、

建物については、現在、建っている建物の空きス

ペースを工夫をして使いますから、建物に係る補

助金は必要ございません。しかしながら、通報装

置等の備品等に係る補助金は申請しますというよ

うなことでございましたので、複合型サービスの

部分は、もう施設も備品も。定期巡回のほうは、

備品等に係るものを残して、あとを減額しました

ということでございます。平成２５年度の空間で

予定をしていたのは、補正予算絡みは以上でござ

います。 

 ほかに下甑地域のグループホームの新設を計上

しておりました。このグループホームについては、

１事業者から応募がございまして、現在、整備に

向けた準備をされているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（永山伸一）補正のその流れはわかった
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 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 んですけど、介護計画を立てますよ。介護計画を

立てて予算措置もしたんだけど。わからないのは、

結局、応募があるから介護計画を立てるんじゃな

くて、まず、全体的な介護計画の中で、予想はし

たんだけれども、結局、今度、平成２５年度は、

この空間に関してはなかったんですか。計画があ

って、そういう希望調査をされた結果として、計

画を組んで、予算措置していくんじゃなかったん

かな、基本的に。そこのところを１点。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１０６号に係る審査を一時中止

します。 

────────────── 

   △議案第１１６号 平成２５年度薩摩川内

市介護保険事業特別会計補正予算 

○委員長（江口是彦）次に、議案第１１６号平

成２５年度薩摩川内市介護保険事業特別会計補正

予算を議題といたします。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）この介

護保険の施設整備につきましては、基本的に事業

者様方からの事前の要望、希望、そういうものは

いただいておりません。 

 当局に補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）議案第

１１６号平成２５年度薩摩川内市介護保険事業特

別会計補正予算（第２回補正）について、御説明

申し上げます。 

 介護給付費の状況、それから待機者の状況、そ

れから国の制度改正等を総合的に勘案をしまして、

国のほうでは施設の介護から在宅の介護へ、医療

の必要な重度の要介護者であっても、在宅で介護

が続けられるように複合型サービス、あるいは定

期巡回、随時対応型のサービスを創設しましたの

で、私どもも国の流れの基本的な考え方に従いま

して、薩摩川内市でも定期巡回及び複合型サービ

スを提供できないかということで、介護保険の事

業計画に登載をしたところでございます。 

 予算に関する説明書は、１７４ページから

１８２ページになりますが、説明は市民福祉委員

会資料のほうで説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 市民福祉委員会資料の１ページをお開きくださ

い。 

 まず、上段の歳入でございますが、６款３項

１目地域支援事業交付金の増額補正は、地域支え

合い体制づくり事業が採択されたことによる増額

補正で、次の９款１項１目一般会計繰入金の減額

補正は、人事異動等により給与費が減額となった

ことから、給与費に係る一般会計からの繰り入れ

を減額するものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）よろしいでしょうか。 

○委員（井上勝博）先ほどの件で、この甑島敬

老園派遣協定収入というのが収入になっているわ

けですが、これは収入というのは市が受け入れて

いるわけですが、どこがそのお金を出しているわ

けなんですか。  次に、中段の歳出をごらんください。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）甑島敬

老園では特別養護老人ホーム、要するに介護保険

の報酬、あるいは養護老人ホームにつきましては、

お一人幾らということで、措置費というのを支出

していることになっております。甑島敬老園側と

しては措置費、あるいは介護報酬というものを得

ているわけですけれども、その中から派遣職員に

係る人件費の相当額を、市のほうに負担をしてい

ただいているという状況でございます。 

 ３款２項１目介護予防ケアマネジメント事業費

の減額補正は、人事異動等に伴う給与費の減額で、

次の３款２項７目包括的支援事業一般管理費の増

額補正は、地域支え合い体制づくり事業の補助金

が採択されたことによる増額補正で、事業内容は

下段の１、地域支え合い体制づくり事業をごらん

ください。 

 １の（１）在宅医療提供体制の構築準備は、地

域包括ケアシステム推進のため、医療が必要な要

介護者でも在宅介護を続けられるように、在宅患

者の急変時の対応や、みとりを含めて在宅医療を

提供できる体制の構築、及び医療・介護サービス

が一体的に提供できるよう医療・介護関係者の多

職種の連携体制を構築するための協議に要する費

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）よろしいですか。ほかに

御質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 
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用を助成するものであります。 

 次の１の（２）活動の拠点の整備は、介護サー

ビス事業者、あるいは自治会、住民組織等が連携

して、地域資源の発掘や活用を進め、地域におけ

る日常的な見守りなど、地域包括ケア体制の推進

を図るための拠点整備に係る初期費用、備品購入

費等でございますが、それを助成するものでござ

います。 

 次の２ページをお開きください。 

 上段に、介護の将来像といたしまして、地域の

住まい、医療、介護予防、生活支援が一体的に提

供される、地域ケアシステムのイメージをお示し

してございます。 

 下段に、在宅医療提供体制の構築のイメージを

掲載してございますが、病院、それから急性期の

対応、退院した後の診療所との連携、あるいは介

護事業者とのコーディネートをする拠点のイメー

ジを書いてございますので、御参照ください。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）イラストで、この地域包括

ケアシステムの姿が書かれてありますが、中学校

区単位に、私の身近な場所の樋脇の中学校校区と

いう単位で考えれば、医療、介護などひとそろい、

そろってはいるわけですが。これはどういうこと

を意味しているのかが、よくわからないんですよ

ね。今と何が変わるのかが、やっぱりわからない

ですよね。 

 つまり宮之城とかああいうところに病院があっ

たりして、また、施設があったりして、みんな樋

脇だけに限らないですよ、いろんなところに施設

が少ないから、どうしても遠くの施設に行ったり

とかしてますよ。これを２０２５年度には、そう

いうことがないぐらいに、十分に整えていくとい

うことを意味しているんでしょうか。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）この

２ページのイメージでございますが、これは国が

モデル的なものとしてお示ししたものでございま

す。 

 国においては、いろんな医療、介護、そういっ

たものが充実している地域、充実していない地域

もございますけども、国としては充実している地

域のイメージで書いております。 

 ただ、地域によっては、特に医療になるかと思

いますけれども、医療のサービスが充実していな

い地域もございますので、地域の実情に応じたシ

ステムというものをつくって差し支えないと。こ

れはモデル的な理想形といいますか、そういった

ものを国が示しております。 

 以上でございます。 

○委員（井上勝博）理想というか、本当に身近

な地域で、何でも事足りれるようになれば、それ

はもう理想だというふうに思うんですが、一方で

は、先ほど部長のほうから説明がありました介護

保険制度の中で、要支援者への支援の見直しとい

うのが入っておりますよね。これはマスコミでも

報道はされておりますけども、結局、要介護・要

支援という区分でやってますが、要支援の方々の

サービスを見直すという、そういう意味だと思う

んですよね。 

 サービスは、結局、軽いといっても、要支援の

方でも、結構、何でこの人が要支援なんだろうと

いうぐらいに、介護が必要な方なんかがいらっし

ゃるんだけど、そういう人たちが車椅子を借りた

り、電動カーを借りたり、電動ベッドを借りたり

して、何とかかんとか自分の生活スタイルをつく

っているというふうな方々がいらっしゃるわけで

すが、そういう方々のサービスを見直しをすると

いうことになれば、こういう理想からすると、理

想はこうだけど、現実には介護を受けられない人

たち、介護難民がどんどん増えていくということ

になるんじゃないかなと思うんですが、整合性が

あるんですか。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）社会保

障国民会議の報告の流れを受けまして、要支援

１・２の方々の介護給付のサービスを段階的に地

域支援事業――新しくは地域包括推進事業という、

仮称という形で、今の段階で示されておりますが、

その中で介護給付とは別な形で、支援をしていこ

うという考えのようでございます。 

 まだ国民会議の報告を受けて、国が先月の

２１日に閣議決定はされたようですけれども、そ

の詳しい法案の内容が示されておりませんので、

具体的なものは申すことはできませんが、わかっ

ていることは、段階的に介護給付のサービスから
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外して、今やっている介護予防事業、日常生活総

合支援事業的なものに移していこうという考えの

ようでございます。 

 以上でございます。 

○委員（井上勝博）介護保険制度以外のものと

いうと、樋脇にはＮＰＯ法人があったりとか、今

のところ、そのぐらいしか見当たらないんですけ

れども。しかし、ＮＰＯ法人の方に聞けば、全然

もうほとんど何も収入もなくボランティアと、本

当に手出しでやってるような状態ですよと、何で

補助がないんでしょうかという話をされるんです

よね。 

 だからそういったところが、一定の公的な支援

があって充実していけば、いろいろカバーができ

るかと思うんですけども、そういったところの公

的な助成というか、支援とかというのは、考えら

れているんでしょうか。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）先ほど

申しましたように、国から介護給付事業からは外

す。それから日常生活総合支援事業的なものに移

行する。その中では地域の住民、あるいはボラン

ティアの活用といったようなものは、文字は出て

きておりますけれども、詳しい支援の内容、助成

の拡大の方向性とか、そういったものは全然、ま

だ国から何も示されていないところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（井上勝博）わかりました。 

 それで６ページに関連して、③のところに一定

以上の所得を有する者の利用者負担の見直しや、

それから、いわゆる補足給付の支給の必要性に、

資産を勘案する等の見直しというふうなものが入

っているんですが、③は所得制限を設けますよと、

④は資産を持っていれば、その資産をどうすると

いうことなんですかね。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）③の一

定以上の所得を有する者ということにつきまして

は、先月の下旬、南日本新聞にも掲載をされてお

りましたが、単身世帯で年収２５０万円から

３００万円程度、それらを超える認定者の方から

は、通常１割負担のところを２割負担にしていた

だこうという考えのようでございます。 

 それから補足給付の見直しといいますのは、現

在は前の年の収入だけで部屋代、食事代、そうい

ったものの減額をしておりましたけれども、資産、

どういう方法で算定をするのか、全然、具体案も

示されておりませんけれども、その人の有する資

産も勘案して減額をするしない、その可否を決定

しようというような考えのようでございますが、

先ほど来、申しますように、申しわけございませ

んけど、法案等も出ておりませんので、詳しいこ

とは不明でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）よろしいですか。 

 ほかに御質疑ありませんか。 

○委員（中島由美子）１ページの地域活動の拠

点整備というところで、日常的な地域包括ケア体

制の推進を図るための拠点整備って、この拠点と

いうのはどんなところ、中学校単位なのか、もう

ある何かを使うのか、そのあたりを教えていただ

きたいのと、備品購入費の備品というのは、どの

ようなのを考えておられるんでしょうか。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）現在、

三つの在宅介護支援センターにおいて、地域の見

守り体制の整備でありますとか、支え合い体制の

事業でありますとか、家族介護者の支援でありま

すとか、そういったものをモデル的に、試行的に

３事業所で委託をしているところでございます。 

 そのうち１事業所においては、施設が山の上の

住民が集まりにくい地域に立地しているので、ま

ち中にある施設を借りて、そういう人が集まりや

すい場所を借用して、事業を開始をしたいという

ようなことで、拠点を整備しようとしているとこ

ろでございます。 

 そこに設置をします備品としましては、パソコ

ンでありますとか、お集まりの方々に介護予防の

啓発などをするビデオとかプロジェクター、それ

から事務机のセットでございますとか、キャビネ

ットでございますとか、そういったものを整備す

る予定でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）ほかに。 

○委員（井上勝博）このイラストをよく見てる

と、ああ、なるほどなと思ってきたのは、この下

のほうに、いつでも元気に暮らすために、生活支

援・介護予防で、その担い手になるのが、老人ク

ラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ等となって

いて、いわば地域で支えてくださいよ。それで、

本当にぎりぎりで介護が必要になったら、施設の
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介護サービスを使いますよというイラストになっ

てますね、やっぱり。だから理想形どころか、こ

れはちょっと本当に大変なことだなと思うんです

が、大体支える側の自治体が、今、高齢化で大変

になっているわけですよ。地域ぐるみの老老介護

をしろということと同じように見えてきたんです

が。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 これより討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

○市民福祉部長（春田修一）国が言ってる地域

包括ケアというのは、今、入院とか、あるいは施

設に入っていらっしゃる方でも、やっぱり地域の

中で最期をみとりたいと。地元に、生まれ育った

ところに帰りたいという部分が非常に多いと。そ

ういうことから、施設から在宅へというような大

きな流れがあるようでございます。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

 次は、所管事務調査を行います。 

 そのためには施設に、例えば入院されている方

が地元に帰ってこられると、在宅医療も必要です

し、それに伴う介護という部分も必要になります。

それ以外でも、地域でやっぱり見守っていく体制

が必要だと。 

 当局から説明ありますか。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）報告す

る事項はございません。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）これより質疑に入ります。 

 ですからそれら三つが、医療と介護と地域福祉

が連携することによって、地域での見守り体制を、

地域包括ケアをつくり上げていきましょうかとい

う部分になっているようでございます。 

 所管事務について御質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

 ただ、これ中学校単位という形で国は示してお

りますが、本市みたいな散在集落等がある部分に

ついて、中学校単位という話は、小学校が４８で、

中学校が十幾つありますので、なかなか難しいの

かなと。今後、エリアの部分については、煮詰め

ていく必要があるだろうと思っております。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 以上で、高齢・介護福祉課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △福祉課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、福祉課の審査に入

ります。 

 それで先ほど課長のほうが言ったように、三つ

のモデル在介を設定して、その中で、いろんな地

域資源とか、地域のネットワークづくりとか、そ

ういう部分を、今、検証をしてるところでござい

ます。 

────────────── 

   △議案第１０６号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（江口是彦）ここで、審査を一時中止

しておりました議案第１０６号を議題といたしま

す。 

 そういうことで、将来的には在介、今１３であ

りますが、この１３が、この本土地域全体を見守

っていけるような、核になってくればなというよ

うな思いで、今、検証を進めてる状況でございま

す。 

 一般会計補正予算について、当局の補足説明を

求めます。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。よろしいでしょうか。 

○福祉課長（坂元安夫）福祉課でございます。 

 補正予算につきまして、御説明申し上げます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］  予算に関する説明書の３５ページをお開きくだ

さい。 ○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 ３款４項１目生活保護総務費、事項、生活保護 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 
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管理運営費につきまして、７９５万５，０００円

の減額補正を行うものでございます。 

 補正の内訳につきましては、４月の人事異動及

び職員の給料削減に伴い、職員給料、職員手当及

び共済費を減額するものでございます。 

 以上で補正予算の説明を終わります。御審査の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第１０６号平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算のうち本委員会付託分につい

て、質疑は全て終了いたしましたので、これより

討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 一般会計補正予算のうち本委員会付託分につい

て、原案のとおり可決すべきものと認めることに

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次は、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明ありますか。 

○福祉課長（坂元安夫）特に準備してございま

せん。 

○委員長（江口是彦）では、所管事務について、

ただいまから質疑に入ります。 

 御質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 以上で、福祉課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

 当局の皆さん、お疲れさまでした。 

────────────── 

   △委員会報告書の取扱い 

○委員長（江口是彦）以上で、日程の全てを終

わりました。委員会報告書の取りまとめについて

は、委員長・副委員長に御一任いただくことに御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ありませんので、

そのように取り扱います。 

 ここで協議会に切り替えます。 

～～～～～～～～～ 

午後１時３７分休憩 

～～～～～～～～～ 

午後１時４０分開議 

～～～～～～～～～ 

○委員長（江口是彦）ここで本会議に戻します。 

────────────── 

   △行政視察の取扱い 

○委員長（江口是彦）それでは、行政視察の取

り扱いについてお諮りします。 

 閉会中の１０月末に行政視察を実施したいと思

いますが、視察先との調整の関係で、委員派遣の

手続は、正・副委員長に御一任いただきたいと思

いますが、そのように取り扱うことに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ありませんので、

そのように取り扱います。 

────────────── 

   △閉  会 

○委員長（江口是彦）以上で、市民福祉委員会

を閉会いたします。 

 本日は、大変御苦労さまでした。 
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